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vol．４１ 

平成１７年１２月６日 

厚生労働省介護制度改革本部 
 

貴都道府県内市町村及び関係諸団体に
速 や か に 送 信 い た だ き ま す よ う
よ ろ し く お 願 い い た し ま す 。

各都道府県介護保険担当課（室）
各 介 護 保 険 関 係 団 体  御 中 

← 厚生労働省 介護制度改革本部

今回の内容 
 
介護予防サービス事業者の指定基準等に係る 

Ｑ＆Ａについて 
 
 
 

計１２枚（本送信票除く）



 

介護予防サービス事業者の指定基準等に係るＱ&Ａについて 
 
 
 
  

○介護予防サービス事業者の指定基準については、現在、社会保障審

議会介護給付費分科会において検討中であるが、同分科会における

審議を踏まえつつ、現時点における指定基準の考え方を整理したの

で、御参照されたい。 
○また、平成１８年４月から新たに要支援者に認定される者に係るケ

アプランの取扱いについても、多数照会が寄せられているところで

あり、併せて送付する。 
○なお、本Ｑ&Ａについては、社会保障審議会介護給付費分科会にお

ける審議も踏まえつつ、現時点における当局としての考え方を整理

したものであり、今後、同分科会の審議状況等によっては変更があ

り得るので、御留意されたい。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（本件照会先） 
 老健局老人保健課介護報酬解析官 西田 
        TEL 03(5253)1111(EX 3960) 
 老健局振興課基準係長 伊東 
     TEL 03(5253)1111(EX 3983) 

 
 
 
 


